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弁
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衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
外
務
大
臣
の
出
張
の
た
め
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
の
借
り
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
大
臣
の
海
外
出
張
に
係
る
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
の
利

用
実
績
は
十
二
回
で
あ
る
。
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
利
用
分
に
係
る
費
用
は
一
億
七
千
四
十
万
七

千
二
百
二
十
八
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
利
用
分
に
係
る
費
用
は
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と

か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
も
よ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般

論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
公
務
の
日
程
や
定
期
便
の
利
便
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

チ
ャ
ー
タ
ー
機
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
等
に
基
づ
き
、

適
切
に
実
施
し
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
精
算
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
の
効
率
的
な
外
交
活
動
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
て
お
り
、
外
務
大
臣
の
外
国

訪
問
時
に
お
け
る
よ
り
効
率
的
な
移
動
手
段
に
つ
い
て
、
政
府
部
内
で
検
討
中
で
あ
る
。

二


